
 
ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業 

中間評価委員会 開催要綱 

 

令 和 ６ 年 ６ 月 21日 

文部科学省研究振興局 

 

１．開催の目的 

ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業のこれまでの事

業実績に基づき、目標の達成状況や成果等を把握し、今後の有効な事業展開に資す

ることを目的とし、ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事

業中間評価委員会（以下「委員会」という。）を開催する。なお、課題別評価につ

いては日本医療研究開発機構において実施し、本委員会では課題別評価も踏まえた

事業全体評価を行う。 

 

２．組織等 

（１）委員会の委員（以下「委員」という。）は、外部の有識者や専門家で 

構成する。 

（２）委員は、別紙のとおりとする。 

（３）委員会に主査を置き、委員の中から文部科学省研究振興局長が指名する。 

（４）委員会は、主査が招集する。 

（５）委員の委嘱期間は、委嘱した日から令和７年３月３１日までとする。 

 

３．情報公開 

委員会は特定機関の利害に関わる検討を行うため、会議及び議事については 

非公開とする。ただし、特定機関の利害に関わる議事を除き、委員会の資料及 

び議事要旨を適切な方法で公開することができる。 

 

４．守秘義務 

委員は、委員会において知り得た情報について他に漏らしてはならない。 

 

５．庶務 

委員会に係る庶務は、内閣府健康・医療戦略推進事務局の協力を得て、文部科学

省研究振興局研究振興戦略官付において処理する。 

 

６．雑則 

この要綱に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必

要な事項は、主査が委員会に諮って定める。 



 
（別紙） 

 

「ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業」 

事業中間評価委員会 委員名簿 

 

 

岩﨑 甫  山梨大学 副学長／研究推進・社会連携機構 副機構長 

倉根 一郎 国立感染症研究所 名誉所員 

鈴木  康裕  国際医療福祉大学 学長 

鈴木 蘭美 ARC Therapies株式会社 代表取締役社長CEO 

丹澤 亨  日本製薬工業協会 バイオ医薬委員会ワクチン実務委員長 

第一三共株式会社 日本事業ユニットワクチン事業本部長／  

ワクチン日本事業部長 

永井 良三 自治医科大学 学長 

俣野 哲朗 国立感染症研究所 副所長 
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